
第６４号議案 

ふじみ野市議会議員及びふじみ野市長の選挙における選挙運動用自動車の

使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例 

ふじみ野市議会議員及びふじみ野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用

等の公営に関する条例（平成１７年ふじみ野市条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ中

「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。 

第９条及び第１０条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

第１３条中「３９３円７９銭」を「５４１円３１銭」に、「２３万２，８７５

円」を「３１万６，２５０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後のふじみ野市議会議員及びふじみ野市長の選挙における選挙運動用自

動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日

を告示される選挙から適用する。 

令和４年５月３０日提出 

 

ふじみ野市長 高 畑   博      

 

提案理由 

公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和４年政令第１７２号）の施行

に伴い、条文を整備するため、ふじみ野市議会議員及びふじみ野市長の選挙に

おける選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正したいので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、

この案を提出するものである。 

 


